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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【発行日】平成20年7月31日(2008.7.31)
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   Ａ６１Ｋ  31/7036   (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  31/04     (2006.01)
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   Ａ６１Ｋ   9/72     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ａ６１Ｐ  11/00    　　　　
   Ａ６１Ｋ   9/72    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成20年6月10日(2008.6.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
９０～１３０ｍｇのアミノグリコシド系抗生物質を含有するドライパウダーエアゾル組成
物を含む、気管支感染症の治療用のキットであって、ここで該ドライパウダーエアゾル組
成物は、気管支感染症の患者の気管支系に対して、２０～３６日間の第一治療期間に１日
１～３回投与される、キット。
【請求項２】
前記第一治療期間の後に、前記患者の気管支系にアミノグリコシド系抗生物質を投与しな
い第二の治療休止期間を設ける、請求項１に記載のキット。
【請求項３】
前記アミノグリコシド系抗生物質が、ゲンタマイシン、アミカシン、カナマイシン、スト
レプトマイシン、ネオマイシン、ネチルミシンおよびトブラマイシン、あるいはそれらの
薬学的に受容可能な塩からなる群から選択される、請求項１に記載のキット。
【請求項４】
前記アミノグリコシド系抗生物質が、トブラマイシンまたはその薬学的に受容可能な塩で
ある、請求項３に記載のキット。
【請求項５】
前記エアゾルパウダー組成物が、１００～１２０ｍｇのトブラマイシンを含有する、請求
項４に記載のキット。
【請求項６】
前記エアゾルパウダー組成物が、１１０～１１５ｍｇのトブラマイシンを含有する、請求
項５に記載のキット。
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【請求項７】
前記患者に投与される前記エアゾルパウダー組成物が、２～６個の用量単位に分割されて
いる、請求項１に記載のキット。
【請求項８】
前記患者に投与される前記エアゾルパウダー組成物が、３～５個の用量単位に分割されて
いる、請求項７に記載のキット。
【請求項９】
前記エアゾルパウダー組成物が、４個の用量単位に分割されている、請求項８に記載のキ
ット。
【請求項１０】
前記第二の治療休止期間が、２０～３６日間である、請求項２に記載のキット。
【請求項１１】
前記第一の治療期間が、２６～３０日間である、請求項２に記載のキット。
【請求項１２】
前記第二の治療休止期間が、２６～３０日間である、請求項１１に記載のキット。
【請求項１３】
前記第一の治療期間が、２８日間である、請求項２に記載のキット。
【請求項１４】
前記第二の治療休止期間が、２６～３０日間である、請求項１３に記載のキット。
【請求項１５】
前記第一の治療期間の治療の後に、前記第二の治療休止期間を設ける治療レジメンを複数
回繰返す、請求項２に記載のキット。
【請求項１６】
前記パウダーが、空気力学的粒径域１～５μｍの粒子を少なくとも５０％含有する、請求
項２に記載のキット。
【請求項１７】
前記患者が、嚢胞性線維症患者である、請求項２に記載のキット。
【請求項１８】
前記嚢胞性線維症患者が、シュードモナス属菌による気管支感染症に罹患している、請求
項１７に記載のキット。
【請求項１９】
前記ドライパウダーエアゾル組成物が、ドライパウダー吸入器を用いて前記患者に投与さ
れる、請求項１に記載のキット。
【請求項２０】
前記ドライパウダーエアゾル組成物が、前記ドライパウダー吸入器内の単一容器に分配さ
れ、前記パウダーが、前記容器から前記吸入器によって前記患者の肺内に送達される、請
求項１９に記載のキット。
【請求項２１】
前記パウダーが、前記ドライパウダー吸入器内の複数容器に分配され、前記パウダーが、
前記容器から前記吸入器によって前記患者の肺内に送達される、請求項２０に記載のキッ
ト。
【請求項２２】
１１０～１１５ｍｇのトブラマイシン抗生物質を含有するドライパウダーエアゾル組成物
を含む、気管支感染症に罹患した嚢胞性線維症患者の治療用のキットであって、ここで該
ドライパウダーエアゾル組成物は、該患者の気管支系に対して、２８日間の第一治療期間
に１日２回投与され、該患者の気管支系にトブラマイシン抗生物質が投与されない２６～
３０日間の第二の治療休止期間を設け、そして該第一および該第二の治療期間が繰返され
る、キット。
【請求項２３】
前記患者に投与される前記ドライパウダーエアゾル組成物が、３～５個の用量単位に分割
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されている、請求項２２に記載のキット。
【請求項２４】
前記ドライパウダーエアゾル組成物が、４個の用量単位に分割されている、請求項２３に
記載のキット。
【請求項２５】
前記嚢胞性線維症患者が、シュードモナス属菌による気管支感染症に罹患している、請求
項２２に記載のキット。
【請求項２６】
前記第一および前記第二の治療期間が、複数回繰返される、請求項２２に記載のキット。
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